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日 時：令和７年８月 25日（月）午前９時 15分～９時 50分  

場 所：庁議室 

出席者：市長、橋本副市長、塩野目副市長、教育長、政策部長、公共施設マネジメント担当部長、総務

部長、市民生活部長、健康部長、福祉部長、子ども家庭部長、まちづくり部長、建設環境部長、

教育部長、市政戦略室長、政策経営課長、議会事務局長、秘書課長、情報管理課長、デジタル

行政推進室長、公共施設マネジメント課長、政策法務課長、財政課長、環境経営課長、会計管

理者心得 

 

議 題 

○協議事項 

 ①一般質問に対する答弁の各部への割り振りについて 

 ②「国分寺市旧庁舎用地利活用事業複合公共施設運用に関する基本的な考え方」（案）のパブリック・

コメントの実施について 

 

○その他 

 

 

橋本副市長： 令和７年度第 13回庁議を開催します。 本日の議題は、協議事項２点及びその他になり

ます。 

協議事項①一般質問に対する答弁の各部への割り振りについて、秘書課長から説明を

お願いします。 

 

   【割り振りは、別添「令和７年 第３回定例会 一般質問 通告一覧」のとおり決定】 

 

※通告一覧について 

橋本副市長： 通告一覧８の２（２）から（５）は、ヒアリングするので良いという考え方もあります

が、もう少し具体的にしておいたほうがいいです。 

市   長： 全体的に、この時点でもう少し具体的に何を聞きたいのかを記載するよう、議会事務局

とも相談して、徹底を図っていただきたい。 

 

橋本副市長： 割り振りについては以上となります。ヒアリングをして変更があった時には、関係部署

間で連携を取って答弁書を作成するようお願いします。議員は 18 名なので、２日目から

は５名、５名、５名、３名のスケジュールになると思います。 

続いて、協議事項②「国分寺市旧庁舎用地利活用事業複合公共施設運用に関する基本的

な考え方」（案）のパブリック・コメントの実施について、公共施設マネジメント担当部

長から説明をお願いします。 

公共施設マネジメント担当部長： 基本的な考え方については、これまで所管課で検討し、素案を作成

した上で取りまとめましたので、パブリック・コメント実施について、承認をお願いした

いというものです。 

基本的な考え方については、別紙のとおりです。先の公共施設マネジメント推進本部に

も報告しています。 

パブリック・コメント実施については、10月 1日から 31日までの 1か月間、結果の公

表については２月を予定しています。また、基本的な考え方についてはパブリック・コメ
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ントでの意見を検討して取りまとめたものを、12月下旬の庁議にお示しし、決定をお願い

する予定です。説明は以上です。 

橋本副市長： 担当から説明がありました。御意見・御質問はありますか。 

なお、報告内容のうち、公表場所については整理を行いますので、変わるということを

あらかじめ御承知ください。 

ほかによろしいでしょうか。なければ、パブリック・コメントの実施については決定と

します。 

その他各部からありますか。市民生活部長、お願いします。 

市民生活部長： 第 42回国分寺まつりの協力依頼です。資料のとおり、国分寺まつり推進委員会から、

要綱に基づいて協力をお願いしています。 

開催日時については以前にお伝えしたとおり、11月２日午前９時 30分から午後３時 30

分までで雨天決行です。会場は都立武蔵国分寺公園になります。実行委員会会長からの依

頼文も確認ください。今後推進委員会委員の各部課長へ、文化振興課の担当者が直接伺っ

て、詳細を説明する予定です。説明は以上です。 

橋本副市長： 担当から説明がありました。御意見・御質問はありますか。 

手伝いをする職員以外にも、特に新入職員については国分寺の大きなイベントですから、

ぜひ参加するようお願いしたいと思いますので、その点についても各部にお願いします。 

その他各部からありますか。総務部長、お願いします。 

総務部長：  今年度、月額会計年度任用職員の人事評価の規定が見直され、年度当初に対象者向けに

10回、管理職向けに３回説明会を行いました。仮評価の時期が来ましたので、先日８月 21

日に掲示板で周知し、各部長も含め所属長宛てに人事評価の実施要領を送付しました。 

今年度から再度の任用について５年の制限がなくなりました。毎年の人事評価が非常に

重要になります。改めて内容を十分確認いただき、適正な評価をお願いしたいと思います。

以上です。 

橋本副市長： しっかり周知をお願いしたいと思います。ほかにありますか。福祉部長、お願いします。 

福祉部長：  ９月は認知症月間として各所でイベントを開催する予定です。認知症基本法が新たに制

定され、新しい認知症観に立った予防を含めた取組を、１か月間実施します。この後掲示

板で周知しますが、ぜひ御家族や御自身のこととして、各種イベントに積極的に参加いた

だければと思います。 

例年行っている認知症サポーター養成講座ですが、今回は働く世代を対象に企図し、夜

間の開催を予定しています。また、各地域包括支援センターで開催しますので、可能な方

はぜひ御参加ください。以上です。 

橋本副市長： その他各部からありますか。よろしいですか。なければ、最後に市長お願いします。 

市   長： 今回の定例会は私にとって初めてですし、一般質問も当然初めてですので、何とぞ御

支援をお願いします。 

これまでも議会に対しては、丁寧に答弁いただいています。そちらは継続していただ

きつつも、できるだけ端的にし、できないもの、また、検討や研究の余地がないもの

は、含みを持たさずに毅然と言い切っていただきたいと思います。 

私は就任してから、様々な公約や政策を掲げています。先日も、所信表明演説や代表

質問で方向性を示しました。それらに対し、一般質問で関連質問等があると思います。

既に市の方針を示しているもの、また、進めると意思表示したものについては、その点

にしっかり触れてください。議員からの発信ではなく、我々行政側から、既に着手して

いることをしっかり明言していただきたいと思います。 

一般質問の時間は 60分ですが、それは使用可能な時間枠の上限です。答弁側で調整す

る必要は一切ありません。飽くまで端的に答えるべきものだけを、しっかり答えていく

ようお願いします。 

また、国分寺まつりも大変大きなイベントになり、皆さんには御苦労をお掛けしてい

ます。来場者も年々増えていると聞いています。国分寺まつり実行委員会が運営してい
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ますので、特にこちらからイベントの内容を指定するものではないことは承知していま

すが、規模がどんどん大きくなっていく中で、課題も出てきていると思います。 

まず、今年度の国分寺まつりをしっかりやることが大切です。そして、予算、スペー

ス、時間等の課題の吸い上げを、協力いただく各部署の声をまとめて、主管部を中心に

進めてください。来年度以降の実施方法や改善点を、実行委員会の方とどのように調整

していくかが、今後のテーマになると思います。以上です。 

橋本副市長： 以上で庁議を終了します。 


